
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
二
年
八
月
八
日
提
出

質

問

第

一

六

号

財
団
法
人
海
外
技
術
者
研
修
協
会
の
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書

16



財
団
法
人
海
外
技
術
者
研
修
協
会
の
運
営
に
関
す
る
質
問
主
意
書

通
商
産
業
省
（
以
下
、
「
通
産
省
」
と
す
る
）
所
管
の
財
団
法
人

海
外
技
術
者
研
修
協
会
（
以
下
、
「
財
団
」
と
す
る
）

に
関
し
て
、
平
成
十
二
年
五
月
二
十
三
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
が
あ
る
。
そ
の
後
、
五
月
三
十
日
に
政
府
か
ら
答
弁
書
が

送
付
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
答
弁
が
要
領
を
得
な
い
た
め
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

一

海
外
研
修
生
の
渡
航
費
問
題
に
つ
い
て

（
�
）

「
財
団
に
お
け
る
平
成
十
一
年
度
の
産
業
技
術
者
育
成
支
援
研
修
事
業
の
渡
航
費
の
実
績
は
、
五
億
一
千
七
百
二

十
一
万
六
千
円
と
な
る
見
込
み
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
財
団
の
実
施
す
る
研
修
の
修
了
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
国
に
お
い

て
自
主
的
に
組
織
し
て
い
る
団
体
（
以
下
、
「
同
窓
会
」
と
す
る
）
の
推
薦
を
受
け
た
研
修
生
の
渡
航
費
の
実
績

は
、
三
億
二
千
五
百
七
万
八
千
円
に
な
る
見
込
み
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
政
府
の
答
弁
書
で
あ
る
。
同
窓
会
に
よ
る

推
薦
研
修
生
の
渡
航
費
の
割
合
は
六
割
を
超
え
る
が
、
政
府
は
こ
れ
を
財
団
の
目
的
「
国
際
経
済
協
力
を
推
進
し
て

相
互
の
経
済
発
展
及
び
友
好
関
係
の
増
進
に
寄
与
す
る
」
に
合
致
す
る
補
助
金
の
執
行
と
考
え
る
か
。

（
�
）

財
団
に
よ
る
航
空
券
の
現
地
発
券
方
式
の
導
入
は
、
会
計
検
査
院
に
よ
る
研
修
事
業
に
係
る
指
摘
に
よ
る
も
の
だ

が
、
そ
の
指
摘
は
平
成
元
年
実
施
『
会
計
実
地
検
査
記
録
』
に
記
載
さ
れ
た
も
の
か
。
こ
の
方
式
導
入
の
理
由
は

一



「
経
済
的
な
支
払
方
法
」
と
の
こ
と
だ
が
、
具
体
的
に
説
明
し
て
ほ
し
い
。

（
�
）

財
団
の
規
程
に
お
い
て
は
、
渡
航
費
の
支
給
に
際
し
て
は
、
「
航
空
券
及
び
航
空
券
購
入
の
際
の
領
収
書
を
確
認

す
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
確
認
し
た
い
。

（
�
）

通
産
省
は
毎
年
、
財
団
に
対
し
て
補
助
事
業
確
定
検
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
担
当
部
局
は
ど
こ
か
。

ま
た
、
今
ま
で
の
検
査
で
、
平
成
十
二
年
三
月
ま
で
に
同
窓
会
に
よ
る
推
薦
研
修
生
渡
航
費
の
申
請
の
中
に
は
、

航
空
券
の
み
で
渡
航
費
金
額
が
確
定
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
や
金
額
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
格
安
航
空
券
な
ど
の
購
入

航
空
券
と
金
額
が
記
載
さ
れ
た
領
収
書
に
よ
っ
て
渡
航
費
金
額
を
確
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
か
。

（
�
）

現
在
、
通
産
省
に
よ
る
本
年
度
補
助
事
業
確
定
検
査
の
経
過
で
の
指
導
に
よ
り
、
財
団
は
過
去
五
か
年
に
さ
か
の

ぼ
り
全
航
空
券
や
渡
航
費
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
事
実
は
あ
る
か
。

（
�
）

過
去
、
在
イ
ン
ド
日
本
大
使
館
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
研
修
生
か
ら
正
規
の
航
空
運
賃
を
支
払
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
同
窓
会
か
ら
配
布
さ
れ
た
航
空
券
が
条
件
付
き
の
格
安
航
空
券
だ
っ
た
と
の
、
訴
え
が
あ
っ
た
の
は
事
実
か
。

（
�
）

（
�
）
を
き
っ
か
け
に
渡
航
費
問
題
が
浮
上
し
た
が
、
こ
こ
で
別
例
を
示
す
。

ブ
ル
ガ
リ
ア
同
窓
会
推
薦
の
研
修
生
の
渡
航
費
申
請
に
は
、
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
航
空
の
格
安
航
空
券
（
Ｉ
Ｔ
チ
ケ
ッ

二



ト
）
で
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
格
安
航
空
券
の
現
地
実
勢
価
格
は
一
般
に
Ｕ

Ｓ
＄
�
�
�
�
前
後
（
以
下
、
す
べ
て
Ｕ
Ｓ
＄
と
す
る
）
だ
が
、
セ
マ
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
と
い
う
現
地
旅
行
代
理
店

発
行
の
領
収
書
金
額
は
＄
�
�
�
�
で
、
東
京
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
首
都
ソ
フ
ィ
ア
間
の
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
料
金
に
近

い
。
こ
の
代
理
店
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
同
窓
会
会
長
の
娘
が
勤
め
て
い
る
旅
行
代
理
店
で
あ
り
、
こ
の
代
理
店
発
行
の
領

収
書
金
額
は
数
年
来
＄
�
�
�
�
で
不
変
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
成
十
一
年
九
月
に
財
団
の
役
職
員
が
ブ
ル
ガ
リ
ア

に
渡
航
し
た
後
、
渡
航
費
は
＄
�
�
�
�
に
な
っ
た
。

平
成
十
一
年
九
月
に
財
団
の
役
職
員
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
渡
航
し
た
の
は
事
実
か
。
ま
た
こ
の
時
、
財
団
の
役
職
員

は
同
窓
会
ま
た
は
旅
行
代
理
店
と
接
触
し
た
の
か
。
そ
の
時
、
値
下
げ
指
示
を
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
を
確
認
し
た

い
。

（
�
）

平
成
十
一
年
度
に
来
日
し
た
エ
ジ
プ
ト
同
窓
会
推
薦
の
研
修
生
の
渡
航
費
申
請
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
航
空
の
ビ
ジ

ネ
ス
ク
ラ
ス
、
航
空
券
金
額
は
＄
�
	
�
�
で
の
申
請
だ
っ
た
。
そ
こ
で
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
航
空
東
京
支
店
に
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
こ
の
研
修
生
は
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク
ラ
ス
で
予
約
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
も
し
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
研
修

生
は
別
の
航
空
券
及
び
違
う
領
収
書
を
財
団
に
提
出
し
て
渡
航
費
補
助
申
請
を
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
確
認
さ
れ
た

三



い
。

（
�
）

カ
メ
ル
ー
ン
同
窓
会
推
薦
の
研
修
生
の
渡
航
費
申
請
は
、
格
安
航
空
券
だ
が
領
収
書
は
＄
�
�
�
�
の
金
額
だ
っ

た
。
カ
メ
ル
ー
ン
に
お
け
る
格
安
航
空
券
の
現
地
市
場
価
格
は
＄
�
�
�
�
〜
�
�
�
�
で
あ
る
。
領
収
書
の
発
行

元
は
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
に
あ
る

JU
L
L
Y

と
い
う
旅
行
代
理
店
で
、
そ
こ
に
元
研
修
生
が
勤
め
て
い
て
、
実
際
は

格
安
航
空
券
代
金
が
支
払
わ
れ
、
＄
�
�
�
�
の
領
収
書
を
造
っ
た
が
、
こ
れ
は
財
団
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
は
事
実
か
。
事
実
な
ら
ば
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

（
��
）

財
団
の
海
外
業
務
部
長
と
同
窓
会
会
長
の
参
加
費
精
算
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
答
弁
書
に
よ
っ
て
「
研
修
生

の
事
務
手
続
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
観
点
か
ら
、
渡
航
費
等
研
修
の
参
加
に
要
す
る
費
用
の
精
算
を
同
窓
会
と
の
間

で
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
」
と
の
返
答
を
受
け
た
が
、
研
修
生
は
同
窓
会
に
航
空
券
代
と
し
て
参
加
費

を
支
払
い
、
財
団
に
来
て
か
ら
は
実
際
の
金
銭
の
授
受
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
研
修
生
個
人
が
参
加
費
精
算
に

合
意
し
た
と
い
う
書
類
に
サ
イ
ン
を
し
、
参
加
費
精
算
差
額
は
同
窓
会
会
長
に
送
金
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
い

う
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
事
実
な
ら
ば
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

二

同
窓
会
へ
の
財
政
支
援
に
つ
い
て

四



（
�
）

財
団
の
平
成
十
年
度
、
十
一
年
度
決
算
書
の
開
発
等
事
業
費
支
出
明
細
表
に
同
窓
会
支
援
費
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一

千
二
百
七
十
六
万
三
千
五
百
十
九
円
、
一
千
三
十
一
万
九
千
五
百
十
八
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
先
の
政
府
答
弁
書

で
は
「
財
団
に
お
い
て
は
、
同
窓
会
に
対
す
る
財
政
的
支
援
は
行
っ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
」
と
の
こ
と
だ
が
、

こ
の
科
目
、
そ
の
内
容
は
何
か
。
確
認
し
た
い
。

（
�
）

財
団
で
は
新
規
に
同
窓
会
が
設
立
さ
れ
た
時
に
は
祝
金
と
し
て
該
当
同
窓
会
に
五
十
万
円
支
出
し
て
い
る
そ
う
だ

が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
確
認
し
た
い
。

（
�
）

在
イ
ン
ド
日
本
大
使
館
に
よ
る
と
、
財
団
は
財
団
事
務
所
が
入
居
す
る
イ
ン
ド
同
窓
会
連
合
所
有
の
建
物
（
財
団

は
賃
料
を
定
期
的
に
支
払
っ
て
い
る
）
の
建
て
増
し
に
際
し
て
、
財
団
が
一
千
万
円
程
度
の
金
額
を
当
同
窓
会
連
合

に
無
担
保
で
貸
し
付
け
を
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
か
。
事
実
な
ら
ば
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

三

研
修
生
か
ら
の
参
加
費
徴
収
に
つ
い
て

「
財
団
に
お
い
て
、
研
修
生
か
ら
参
加
費
と
し
て
＄
�
�
�
か
ら
＄
�
�
�
�
を
徴
収
す
る
こ
と
を
、
同
窓
会
に
対
し
て

指
示
し
た
事
実
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
」
と
の
政
府
答
弁
書
だ
が
、
実
際
、

�

『
中
小
企
業
支
援
研
修
生
受
入
特
別
企
画
「
中
小
企
業
国
際
経
営
交
流
研
修
コ
ー
ス
」
手
数
料
徴
収
に
つ
い
て
�
�
�

五



�
年
�
月
�
�
日

海
外
協
力
課

橋
口
真
人
』

�

『�
N
o
v
e
m
b
e
r
１９９８

T
h
e
A
O
T
S
W
o
rld
B
u
sin
e
ss
N
e
tw
o
rk
P
ro
g
ra
m
fo
r
E
F
A
A
S

（W
B
N
P

‐１１

）

M
a
sa
fu
m
i
S
a
to
D
ire
cto
r
a
n
d
G
e
n
e
ra
l
M
a
n
a
g
e
r
O
v
e
rse
a
s
A
ffa
irs
D
iv
isio
n

』

�

『A
T
T
E
N
D
A
N
C
E
IN
F
O
R
M
A
T
IO
N

』

の
�
種
類
の
文
書
が
存
在
し
、
研
修
生
か
ら
参
加
費
を
徴
収
し
領
収
書
も
発
行
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
十
年
十
二
月
十
六
日
に
韓
国
同
窓
会
役
員
が
財
団
を
訪
問
し
、
伊
藤
理
事
長
な
ど
財
団
役
員
に
「
九
月
に

K
K
C

（
関
西
研
修
セ
ン
タ
ー
）
で
実
施
し
たW

B
N
P

コ
ー
ス
募
集
の
際
は
、
参
加
者
各
人
か
ら
�
�
万
ウ
オ
ン
の
参

加
費
を
徴
収
。
�
�
人
で
�
�
�
万
ウ
オ
ン
の
収
入
と
な
り
財
政
的
に
助
か
っ
た
」
と
感
謝
し
て
い
る
報
告
書
も
存
在
し

て
い
る
。
こ
れ
は
参
加
費
の
徴
収
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
聞
き
た
い
。

四

そ
の
他

日
本
の
中
小
企
業
の
国
際
化
支
援
等
を
目
的
と
し
た
中
小
企
業
受
入
事
業
に
お
い
て
同
窓
会
推
薦
研
修
生
が
八
割
も
占
め

て
い
る
の
は
、
補
助
金
の
執
行
に
お
い
て
適
正
を
欠
く
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

六



以
上
、
一
部
役
職
員
に
よ
る
財
団
の
運
営
（
先
述
の
質
問
主
意
書
に
あ
げ
た
旅
館
業
法
違
反
を
含
む
）
は
財
団
に
対
す
る
背

任
行
為
で
あ
り
、
財
団
の
存
立
基
盤
を
危
う
く
す
る
も
の
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


